
特定事業（岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター（仮称）整備等事業）
の選定について

１ 事業概要
ＩＴ及びものづくり分野の新規創業の促進等を通じて地域産業の振興を図ることを目

的に、高速大容量の情報通信基盤を備えた安価な創業空間（貸研究室）に、岡山県産業
支援プラットフォームの支援機能を付加したインキュベーションセンターを整備する。

（１）整備内容
ア 建設計画地 岡山市芳賀５３０３番地
イ 敷地面積 約 ㎡12,165
ウ 施設の規模等

主たる建物は、Ｓ造中層建築物とする。
① 研究室（大） 約５０㎡×３０室

（小） 約２５㎡×２２室
② 試作開発室 約１００㎡×６室
③ 産学連携室 約５０㎡×４室
④ 支援スタッフルーム等 約１６０㎡
⑤ 共用室 約８０㎡×１室、約４０㎡×１室、約２０㎡×３室
⑥ 共同利用施設等

（２）事業内容
ア 特定事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という ）は施設を設計、建設。

15 Buildし、県に施設を引渡し、維持管理及び運営業務を 年間実施するＢＴＯ（
）方式とする。Transfer Operate

イ 施設は「公の施設」として利用に供する。

２ 県が直接事業を実施する場合とＰＦＩで実施する場合の評価

（１）評価方法
ア 岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター 仮称 整備等事業 以下 本（ ） （ 「
事業」という ）を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法。
律（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という ）に基づく事業（以下。
「ＰＦＩ事業」という ）として実施することにより、事業期間を通じた県の財政。
負担の削減を期待できることを選定の基準とした。

イ 県の財政負担の見込額の算定に当たっては、事業者からの税収等について適切な
調整を行い、将来の費用と見込まれる財政負担の総額を算出のうえ、これを現在価
値に換算することにより評価を行った。

ウ 上記の財政負担の算定に加えて、本事業をＰＦＩ事業として実施する場合におけ
る公共サービスの水準について、定性的な評価を行った。



（２）県の財政負担額算定の前提条件
本事業を県が直接実施する場合及びＰＦＩ事業として実施する場合の財政負担額の

算定に当たり設定した主な前提条件は次の表のとおりである。
なお、これらの前提条件は、県が独自に設定したものであり、実際の事業者の提案

内容を制約するものではない。

県の財政負担額算定の前提条件

県が直接実施する場合 ＰＦＩ事業として実施する場合

財政負担額 ①設計費 ①割賦料
の主な内訳 ②建設費 ②維持管理委託費

③修繕費 ③運営委託費
④運営関連費 ④情報機器更新費
⑤情報ネットワーク保守費 ⑤アドバイザー･モニタリング費用
⑥情報機器更新費 ⑥事業者からの税収（県税）を調整
⑦起債利息

共通の条件 ①事業期間 １６年間
（設計・建設期間１年、維持管理・運営期間15年）

②敷地面積 約12,165㎡
③インフレ率 １％／年
④割引率 ４％／年（インフレ率含む）

資金調達に ①国庫補助金 ①一時支払金（国庫補助金相当分）
関する事項 ・研究室建設に係る経費の ②出資金1/2

②一般財源 ③民間金融機関借入
③起債 ・償還年数15年（据置なし）
・起債充当率 ％ ・金利水準は、市中銀行借入を想70
・償還年数15年(据置３年) 定し過去 年平均金利をもと10
・利率は、過去 年平均 に金融機関が十分に利益を確保10

し融資が行える水準とした。

設計・建設 県が作成したモデルプラン 基 県が直接実施する場合に比べ一定（
に関する事 本計画、大規模事業調整会議結 割合の縮減が実現するものとして設
項 果）をもとに、県建築工事予算 定

単価等による積算方法に基づき
設定

維持管理・ 実施に必要な人員数等を設定 県が直接実施する場合に比べて、
運営に関す するとともに同種施設の単価実 一定割合の削減が実現するものとし
る事項 績等を勘案して設定 て設定



（３）財政負担額の比較
上記前提条件に基づく財政負担額について、県が直接実施する場合とＰＦＩ事業と

して実施する場合とを比較すると次の表のとおりとなる。

項 目 金額（現在価値）

県が直接実施する場合 ２，２４７百万円

ＰＦＩ事業として実施する場合 ２，１５７百万円

県の負担軽減額 ９０百万円

なお、県が直接実施する場合に県が負担するリスクの一部（工事費増大、維持管理
費増大等）を事業者に移転して実施することからも、更に財政負担の削減が期待でき
る。その定量化は困難であるが、可能な限りの定量化を試み、事業者に移転されるリ
スクの額は、６４百万円と推定した。

（４）ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価
公共サービスの水準については、事業者の専門性やノウハウを活かした、良質なサ

ービスをインキュベーションセンター入居者に安定的かつ継続的に提供することが期
待できる。

（５）総合的評価
本事業は、ＰＦＩで実施することにより、県が直接実施する場合に比べ、事業期間

全体を通じた県の財政負担額について、 、これにリスク９０百万円（約４％）の削減
調整額６４百万円（約３％）を加えれば、１５４百万円（約７％）の削減を期待する
ことができるとともに、公共サービスの水準の向上も期待することができる。
したがって、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当であると認められるた

め、ＰＦＩ法第６条に基づく特定事業として選定する。

（問合せ先）
岡山県商工労働部工業振興課ＩＴ産業推進室

〒 ‐ 岡山市内山下２丁目４番６号700 8570
電 話 （直通）086-226-7381

（内線３０６１）086-224-2111


